
警報発表時の対応 

高松市立協和中学校 

 

１ 警報の種類 ･･･････････････ 「大雨」・「洪水」・「暴風」・「大雪」のいずれか 

２ 警報が発表された地域 ･････ 高松市 (H22.5.27 改訂) 

３ 午前７時の時点で警報が発表されている場合は、自宅待機（学校へ来ないで自宅で様子を見

る）とします。※この時点で給食は中止 

４ 自宅待機中、午前１０時までに警報が解除になった場合には、５・６校時の授業準備をして

午後１時２０分までに、安全に留意して登校してください。  

５ 自宅待機中、午前１０時までに警報が解除にならないで、発表が継続中の場合には臨時休業

とします。 

６ 台風が一日中吹き荒れて、天候回復の見込みが立たない場合には、午前７時の時点でテレビ

等で市内一斉に「臨時休業」とお知らせすることがあります。 

７ 臨時休業となった場合のあとの対応は、別にお知らせします。  

 

 午前７：００の時点でいずれかの警報(大雨、洪水、暴風、大雪)が  

           

           

 発表されている  発表されていない  

           

           

 
テレビ等で臨時 

休業の報道がある 
  

テレビ等で臨時 

休業の報道がない 
    

           

 学校は臨時休業   自宅待機する  普段どおり登校  

 

 午前１０：００の時点で警報が  

        

        

 継続されている   解除されている  

        

 学校は臨時休業   安全に留意して 

午後１時２０分ま

でに５・６時間目の

授業の用意をして

登校する。 

 

     

 

※ 登校後に警報が発表され、緊急に下校する場合は学校メール連絡網でお知らせします。 

※ テレビ・ラジオ等のニュースに、注意してください。  

☆ このお知らせは、年１回のみです。壁等に貼付・保存をお願いします。 


